
○教育職員免許法（昭和 24 年法律第 147 号） （抄） 

 

（授与） 

第五条 普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは別表第二の二に定める基礎資格を有し、かつ、大学

若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第二の二

に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職員検定に合格した者に授与する。

ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、授与しない。 

一・二 （略） 

三  禁錮以上の刑に処せられた者 

四 第十条第一項第二号又は第三号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から三

年を経過しない者 

五 第十一条第一項から第三項までの規定により免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から三年を経

過しない者 

六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主

張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

２～７ （略） 

 

（失効） 

第十条  免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その免許状はその効力を失う。 

一  第五条第一項第三号又は第六号に該当するに至つたとき。 

二  公立学校の教員であつて懲戒免職の処分を受けたとき。 

三  （略） 

２  前項の規定により免許状が失効した者は、速やかに、その免許状を免許管理者に返納しなければなら

ない。 

 

（取上げ） 

第十一条  国立学校、公立学校（公立大学法人が設置するものに限る。次項第一号において同じ。）又は

私立学校の教員が、前条第一項第二号に規定する者の場合における懲戒免職の事由に相当する事由によ

り解雇されたと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。 

２  免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、免許管理者は、その免許状を取り上

げなければならない。 

一  国立学校、公立学校又は私立学校の教員（地方公務員法第二十九条の二第一項各号に掲げる者に相当

する者を含む。）であつて、前条第一項第三号に規定する者の場合における同法第二十八条第一項第一号

又は第三号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるとき。 

二 （略） 

３ （略） 

４  前三項の規定により免許状取上げの処分を行つたときは、免許管理者は、その旨を直ちにその者に通

知しなければならない。この場合において、当該免許状は、その通知を受けた日に効力を失うものとす

る。 

５  前条第二項の規定は、前項の規定により免許状が失効した者について準用する。 

 

（報告） 

第十四条の二  学校法人等は、その設置する私立学校の教員について、第五条第一項第三号若しくは第六

号に該当すると認めたとき、又は当該教員を解雇した場合において、当該解雇の事由が第十一条第一項

若しくは第二項第一号に定める事由に該当すると思料するときは、速やかにその旨を所轄庁に報告しな

ければならない。 

参考法令 


